
2024/03/26　郡山市介護保険課

介 護 保 険 制 度 改 正 ポ イ ン ト

１．介護保険料が変わります

介護保険料は３年ごとに見直しを行うことになっています。

この度の見直しで、介護保険料基準額は月額6,300円（727円増）、所得段階は10段

階から13段階へ変更となります。

令和６年度の介護保険料は７月中旬に決定し、被保険者の方へ介護保険料納入通知書を

送付します。

2．居住費の基準費用額が変更になります 【令和６年８月～】

介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院）及びショートステイ

における居住費の基準費用額が１日あたり６０円増加します。食費の基準費用額は現在の

１日１，４４５円のままです。

居住費（１日あたり） 【令和６年７月まで】 【令和６年８月から】

ユニット型個室 ２，００６円 ⇒ ２，０６６円

従来型個室 １，６６８円 ⇒ １，７２８円

従来型個室（介護老人福祉施設、短期入所生活介護） １，１７１円 ⇒ １，２３１円

ユニット型個室的多床室 １，６６８円 ⇒ １，７２８円

多床室 ３７７円 ⇒          ４３７円

多床室（介護老人福祉施設、短期入所生活介護） ８５５円 ⇒          ９１５円
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（被保険者（利用者）関係）

３．居住費の補足給付が変更になります

【令和６年８月～】

居住費の基準費用額が変更になることに伴い、限度額が下表のとおり変更になります。

第1段階 820円 490円 320円(490円) 0円 300円

第2段階 820円 490円 420円(490円) 370円 600円(390円)

第3段階① 1,310円 1,310円 820円(1,310円) 370円 1,000円(650円)

第3段階② 1,310円 1,310円 820円(1,310円) 370円 1,300円(1,360円)

第1段階 880円 550円 380円(550円) 0円 300円

第2段階 880円 550円 480円(550円) 430円 600円(390円)

第3段階① 1,370円 1,370円 880円(1,370円) 430円 1,000円(650円)

第3段階② 1,370円 1,370円 880円(1,370円) 430円 1,300円(1,360円)

★令和6年8月から、居住費の負担限度額が下記のとおり引き上げられます。

ユニット

型個室

ユニット型

個室的多床室

《負担限度額(日額)》

※1　介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護（医療型ショートステイ）を利用した場青は(　)内の金額となります。

※2　介護保険施設を利用した場合は、(　)内の金額になります。

居住費等の負担限度額

従来型個室※1 多床室

食費の

負担限度額※2

利用者

負担段階
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